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入 札 説 明 書 

 

隠岐広域連合立隠岐病院における給食管理業務委託事業（以下「本件」という。）にかかる入札公告に基

づく一般競争入札等については、隠岐広域連合の諸規則及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明

書によるものとする。 

 

１．公告日 

令和８年２月 18 日 

 

２．契約権者 

  島根県隠岐郡隠岐の島町都万 2016番地 

  隠岐広域連合 

広域連合長 池田 高世偉 

 

３．担当部局 

隠岐広域連合立隠岐病院 総務課総務係 

  〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 355番地 

  TEL：08512-3-1811（直通） FAX：08512-2-6149（代表） 

 

４．事業内容 

事 業 名 隠岐病院給食管理業務委託事業 

場 所 隠岐郡隠岐の島町城北町 355隠岐病院内 

契約期間 令和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日（長期継続契約） 

業務内容 仕様書による。 

契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上、ただし、財務規則第 118 条各号に該当する場合は、

免除することができる。免除を受けようとする者は、契約締結時までに保証金免除

申請書（様式第 7号）と各号に該当する旨確認できる資料を提出すること。 

 

５．入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）に関する事項 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

 （２）県税の滞納のないものであること。 

（３）主たる営業所が所在する市町村における市町村税の滞納のないものであること。 

（４）公告の日から入札日までに、隠岐広域連合の構成団体（島根県、隠岐の島町、海士町、西ノ島 

町、知夫村）が行う入札について、入札参加資格者指名停止の措置を受けていない者であること。 

（５）中国５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）に本店又は支店（営業所）を有するこ 

と。 

（６）過去５年間に 100 床以上の病床を有する病院において請負実績を有すること。 

 （７）当院の入札参加資格基準を合格したもの。 

 

６．入札参加資格の手続き等 

（１）財務規則第 94条の規定に基づき、入札参加を希望する者はその資格認定を受けなければならな 

い。 

（２）入札参加資格を認定するための資料は、令和８年３月５日（木）午後 5時までに入札参加資格認 

定申請書（以下「申請書」という。）（様式第２号）に以下の資料等を添付して、記３．担当部局ま 

で提出しなければならない。 

なお、期限までに申請書、資料を提出しない者は、本件の入札に参加することができない。 

１）登記簿抄本（法人の場合） 
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     申込者本人の住民票及び身分証明書（個人の場合） 

   ２）財務諸表 

   ３）納税証明書（県税、市町村税） 

   ４）誓約書（様式第３号） 

５）委任状（様式第４号） 

  ６）保証金免除申請書（様式第７号） 

   ７）返信用封筒 

（３）申請書作成に当たっての留意事項 

 １）提出された資料は返却しない。 

  ２）提出された資料等は提出者に無断で入札参加資格の確認以外の用途に使用しない。 

   ３）提出期限（令和８年３月５日午後５時）以降の訂正、差し替えは、軽易な誤記の修正等を除き 

認められない。 

４）資料に虚偽の記載をした場合には、指名停止の措置を受けることがある。 

   ５）資料に関する問い合わせ先は、記３．の担当部局とする。 

（４）申請書等の入手方法 

隠岐広域連合立隠岐病院ホームページ（https://www.oki-hospital.com/）から入手するものとす 

る。また、記３．の担当部局においても配付するものとする。 

（５）申請書及び資料に関する書類の受付 

１）受付期間 令和８年２月 18 日（水）から令和８年３月５日（木）までの土曜日・日曜日・祝日を 

除く毎日午前９時から午後５時までとする。ただし、正午から午後１時までの間を除く。 

２）受付場所 記３．の担当部局とする。 

３）提出部数 １部 

４）提出方法 参加希望者が持参又は郵送（必着）により提出するものとする。 

（６）入札参加資格の認定 

上記（２）の申請書の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和８年３月 12 日（木）ま

でに入札参加資格審査結果通知書により通知する。 

（７）入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

   入札参加資格がないと認められた者は、理由の説明を求めることができる。説明を求める者は入 

札参加資格審査の結果を受け取った日の翌日から７日以内に、書面（様式任意）を記３．の担当部 

局へ持参又は郵送して提出しなければならない。説明を求めた者に対しては、書面の提出があった 

日の翌日から７日以内に書面で回答する。 

 

７．入札参加資格の認定に関する質問 

  申請書及び資料に関する質問がある場合は、書面（様式任意）を記３．の担当部局へ FAX又は郵送に 

より提出するものとする。 

提出期限 令和８年２月 25 日（水）午後５時 

回答方法 令和８年２月 26 日（木）にホームページにて回答する。 

  

８．仕様書に関する質問 

  仕様書に関する質問がある者は、仕様書に関する質問書（様式第 6号）に入札事業名を記入し、記３． 

の担当部局へ FAX又は郵送により提出するものとする。 

提出期限 令和８年２月 25 日（水）午後５時 

回  答 令和８年２月 26 日（木）にホームページにて回答する。 

 

９．入札の手続等 

（１）入札及び開札の日時及び場所 

  １）日 時：令和８年３月 18 日（水）13 時 30 分 

２）場 所：島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 355 隠岐広域連合立隠岐病院２階講堂 

３）その他：郵便による入札は認めない。また、入札参加資格がある旨の通知を受けた後、応札を取 

 りやめる場合は入札辞退届（様式第８号）を必ず提出すること。 
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（２）入札の方法 

 １）入札者（入札権限等を委任された代理人を含む。以下同じ。）は、入札書を商号又は名称及び職氏

名を記入した封筒に入れて、入札箱に投函しなければならない。 

２）入札にあたっては、本案件に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額の税抜き金額を入札書に記 

載すること。 

３）落札の決定については、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算 

した金額(当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)をもって落札価格 

とする。 

  ４）入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

  ５）入札者は、入札の場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ当該案件の入札参 

加資格審査結果通知書（写しでも可）を提示しなければならない。 

（３）代理人による入札 

  １）代理人による入札をする場合には、入札に関する委任状（様式第４号）を提出しなければならな 

い。 

  ２）入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の代理人を兼ねることができない。 

（４）入札保証金 

 １）財務規則第 96条の規定により、入札参加者が入札書に記入する金額に、当該金額の消費税及び 

地方消費税に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を 

り捨てるものとする。）の 100分の５以上の入札保証金を入札までに納付しなければならない。 

ただし、財務規則第 98条各号に該当する場合は、入札保証金を免除することができる。免除を受 

けようとする者は、申請書の提出に併せ保証金免除申請書（様式第７号）と各号に該当する旨確認 

できる資料を提出すること。 

*財務規則第 98条 

（１）一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に、当該広域連合を被保険者とする入札保 

証保険契約を締結したとき。 

（２）一般競争入札に付する場合において、政令第 167条の５に規定する資格を有する者で、過去２ 

ヶ年の間に広域連合及び広域連合を構成する団体と種類及び規模を同じくする契約を２回以上 

にわたって締結し、かつ、これらすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しな 

いこととなるおそれがないと認められるとき。 

２）入札保証金の納付は、財務規則第 97条の規定により現金又は財務規則第 136条各号に掲げる有 

価証券で収めなければならない。  

３）入札保証金は、財務規則第 99条の規定により、落札者が決定した後に、落札者に対しては契約締

結後に、落札者以外の者に対しては入札保証金還付請求書（様式第５号）の提出を受けて納付者に

還付するものとする。 

 ４）入札保証金は、地方自治法（昭和 22年法律第７号）第 234条第４項の規定により、落札者が契 

約を締結しないときには、隠岐広域連合に帰属する。 

（５）再度入札 

  １）第１回開札の結果、各人の入札のうち予定価格の範囲内での価格の入札がない場合は、当該開札 

の終了後直ちに再度入札を行う。再度入札は２回まで行う（合計３回）。 

（６）入札の取止め 

  財務規則第 105条に定める事由が生じたときは、入札を取止める。この場合においては、入札の公 

告と同様の方法により公告する。 

（７）入札の無効 

   以下に該当する入札は無効とする。 

１） 財務規則第 103条各号のいずれかに該当するとき。 

（８）長期継続契約 

   この入札は「長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」(平成 21年隠岐広域連合 

条例第４号)に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は３年間とするが、議会の承認によ 

る債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合がある。 

その場合は契約を変更または解除することになる。 
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なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を隠岐広域連合立隠岐病院 

  に請求することができる。 

 

10．落札者の決定方法 

（１）財務規則第 100条第３項の規定に基づいて定められた予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価 

格を持って有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落 

札者を決定する。 

（３）再度入札をおこなった場合でも落札者がない場合には、地方自治法施行令 167条の２第１項第８号 

の規定により、最低価格入札者と随意契約の交渉を行う。ただし、この場合でも予定価格は変更しな

い。 

（４）落札者が決定したときは財務規則第 106条の規定により直ちにその旨を当該落札者に通知する。 

 

11．その他 

（１）落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、 

契約を締結しない。 

（２）契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

（３）契約書の作成 

  １）契約書の作成を要する。 

 ２）落札者が決定したときは、落札通知書発送後７日以内に隠岐広域連合と落札者の間で契約するも

のとする。 

（４）資料、入札書等の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は入札者の負担とする。 

（５）その他詳細不明な点については、記３．の担当部局に照会すること。 

 

12．添付書類 

様式第１号：入札書 

様式第２号：入札参加資格認定申請書 

様式第３号：誓約書 

様式第４号：委任状 

様式第５号：入札保証金還付請求書 

様式第６号：仕様書に関する質問書 

様式第７号：保証金免除申請書 

様式第８号：入札辞退届 


